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　近年の温暖化の影響により、水温が上昇し貯水池でケイ藻類の植物プランクトンが大発生します。また、
ゲリラ豪雨による土砂が流入することにより、管路に土砂及びプランクトンの死がいが沈殿します。
　その対策として排泥作業を年２～３回行っています。全長約100kmある管路の内、幹線管路約17km
の排泥作業には職員３人で約１週間を要します。その後順次支線管路の排泥作業を行っております。支
線管路については排水先がない為、ゴミが除去しきれない地区もあります。
　散水チューブで散水される組合員の方にはゴミづまりにより不便をおかけ致しますが、ご理解とご協
力お願い致します。

　組合員の皆様に賦課する経常賦課金は、４月１日現在の加入面積に基づき、畑地かんが
い比率を１、施設園芸 ( ハウス ) 比率４とし、10a あたり単価 4,500 円で計算しています。

納付期限は６月30日（木）  口座振替は同日振替
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です。

納付期限内の完納にご協力をお願いいたします

あらかじめ通帳残高のご確認をお願いします。
なお、お振込み頂く場合の手数料はご本人負担となりますのでご了承願いします。

　納付期限を過ぎて未納・滞納があると改良区の健全な運営や事業が行えなくなり、借入
等で対応せざるを得なくなり、結果、その負担を組合員全体で負わなくてはならなくなり
ます。当改良区では土地改良法に基づく改良区定款に則り、未納者に８月中に督促状を発
付し、延滞金の他に督促手数料 100 円を過怠金として支払っていただきます。特別な事情
等で一度に納入できないなど、ご相談されたい場合は改良区にご連絡ください。

※督促状が発付されると督促手数料 100 円が付加されます！

～令和４年度経常賦課金について～
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理 事 長

　下記の通り、組合員資格が得喪（異動）したので、土地改良法
第 43 条第１項の規定により通知します。

⒈　資格得喪の原因及び時期（該当するものを○で囲む）

　　原因　　相続　　生前贈与　　経営委譲　　農地の売買　　農地の貸借　　その他

　　　　　　※資格得喪の原因がその他の場合記入（　　　　　　　　　　　　　　）

　　時期（原因の生じた日）　　　令和　　　年　　　月　　　日

⒉　資格得喪の対象となる土地

事務局長 係　長

組 合 員 資 格 得 喪 の 通 知
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フ リ ガ ナ

現  資 格 者

新  資 格 者

土　地　の　所　在

大間々用水土地改良区理事長　　様

（様式）

地　　番 台帳地積 畑かん地積 備　　考

機械入力

整理 No.

受
　
　
　
　
付



⑧ 2022年6月　No.46大間々用水だより

福
岡
大
橋

信
栄
橋 浅川大橋

赤城山へ

日光・足尾へ

前橋へ
伊勢崎Ｉ .Ｃ.へ

中央前橋へ

大
間
々
庁
舎

み
ど
り
市

　
　商
工
会

高津戸橋

上
神
梅
駅

赤城駅

上毛電鉄
東武鉄道

西桐生へ

桐生へ

渡良瀬川

わたらせ渓谷鐵道

桐生へ

浅草へ太田へ

大
間
々
駅

大
間
々
用
水

土
地
改
良
区

郵便局

以下の届出は、組合員自ら改良区に届け出ることが土地改良法に基づき定められています。
改良区に届け出がないと土地台帳の変更がされないので、そのまま現資格者に賦課されたり、
賦課金額が変更されないままで賦課されることになります。

忘れずに届け出てください！お
願
い

　大間々用水土地改良区はNPO法人鹿田山環境保全ネットワークの活動の
一環として、６月～10月の第１土曜日・午前８時～10時の約２時間行われ
る鹿田山クリーン大作戦（草刈り・清掃作業）に参加しています。
　今年最初の予定日は６月４日（土）です。地域の環境整備で共に汗をか
きましょう！当日は作業道具を用意して現地でお待ちしております。組合
員皆様のご理解とご協力をお願い致します。

※新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。

『組合員資格得喪の通知』
本紙７ページの様式をそのまま利用して
提出が可能となっています。

❶ 農地の売買・贈与・貸借・交換をしたとき
❷ 経営を移譲したとき
❸ 生前贈与、組合員死亡により名義変更したとき
❹ 住所変更したとき

『農地転用の届出及び意見書交付願い』
様式は改良区に用意してあります。
大間々用水土地改良区のホームページか
らもダウンロードできます。

❶ 農地を宅地等に転用するとき
　土地改良区内の受益地は農地転用等で地区除外する場合、面積に応
じて「地区除外決済金」がかかります。受益面積が減ると償還債務を
残りの受益地で負担しなくてはならなくなり、不平等が生じる為公平
を図るためにも清算が必要です。なお、国･県･市などが行う公共用地

（道路や公共施設など）の買収も同様の届出と地区除外決済金の納付が
必要となるのでご注意下さい。

令和４年度地区除外決済金　　（加入地）350円／㎡　　（未加入地）150円／㎡

http://www.oomama.asc.ne.jp/大間々用水土地改良区のサイトはコチラ▶

●各種届出やご質問ご意見等がありましたら
お気軽に事務所までお問い合わせ下さい。

●窓口業務時間は次のとおりです。

●編集・発行／大間々用水土地改良区

〒376-0101　みどり市大間々町大間々 1549
TEL（0277）73-5599　FAX（0277）72-2500
URL　http : //www.oomama.asc.ne.jp/

午前８：30～午後５：15（土日祝休み）

鹿田山クリーン大作戦にぜひご参加ください！


